
 

『持続化給付金の申請手順など速報版で概要を発表－経産省』 
 

 経済産業省は、「持続化給付金」に関するお知らせ（速報版）を発表し、給付金の申請方法等を説明

している。給付対象の主な要件としては、○前年同月比で５０％以上減少している事業者 〇２０１９年以

前から事業による事業収入（売上）を得て、今後も事業を継続する意思がある事業者 〇法人の場合、資

本金の額又は出資の総額が１０憶円未満、または常時使用する従業員の数が２０００人以下。申請手順

としては（１）持続化給付金ホームページへアクセスする（令和２年補正予算成立の翌日に開設予定・ス

マホでも可）（２）申請ボタンを押して、メールアドレス等入力[仮登録]（３）入力したメールアドレスに、メー

ルが届いていることを確認して[本登録]へ進む（４）ＩＤ・パスワードを入力す

ると[マイページ]が作成される（法人または個人の基本事項と連絡先・口座

情報、入力すると申請金額を自動計算、通帳の写しがアップロード）（５）必

要書類を添付：２０１９年確定申告書の控え・売り上げ減少となった月の売

上台帳の写し・身分証明書の写し（個人事業者の場合）→申請→持続化

給付金事務局で申請内容を確認（不備があった場合はメールとマイペー

ジへの通知で連絡）→通常２週間程度で、給付通知書を発送、登録口座に

入金される 

 

 『休業増加で高まる副業意欲 求められる企業の対応』 

 
 新型コロナウイルス感染症の影響により社員を休業させざるを得ない企業が続出している。一般的に

はそのような場合、平均賃金の６０％が休業手当として支給されるが、当面の社会保険料は従前のまま

であるため、手取り額はかなり減少する。住宅ローンなど月々の支払いもあり、家計的にかなり苦しい

ケースも多いようだ。そのような場合、減少した手取り額を補填するために副業したいと考えることもやむ

を得ないだろう。 

 リクルートキャリアの調査では企業の約７割は社員の兼業・副業を禁止している。長時間労働や過重

労働を助長する、他社での労働時間の管理が困難、情報漏えいリスクがあるなど、企業側にも相応の理

由がある。一方で、就業時間外における社員の行動を会社が広く制限することには無理があるのも事

実。また、このような非常事態下では生活を成り立たせるためにやむを得ない側面があることも否定でき

ない。出勤自粛でテレワークが一気に拡大したように、この機会に隠れて副

業をされることなく、正式に本人の申請や上長の許可を伴った制度を導入す

るのも一案ではないだろうか。労使双方強調しあってこの困難な時期を乗り

切らなければならない。企業としてあるべき対応策を検討しておく必要があ

る。 
 
  出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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